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○八千代市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成15年１月22日 

規則第１号 

改正 平成17年３月31日規則第28号 

平成18年３月20日規則第12号 

平成20年３月25日規則第６号 

（題名改称） 

平成22年９月30日規則第25号 

平成24年７月３日規則第31号 

平成24年10月17日規則第42号 

平成26年３月31日規則第21号 

平成28年３月11日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，八千代市子ども医療費の助成に関する条例（平成14年八千代市条例

第32号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平20規則６・一部改正） 

（医療保険各法） 

第２条 条例第２条第４号に規定する規則で定める社会保険及び国民健康保険に関する法

令は，次に掲げる法律とする。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号） 

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

(3) 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

(4) 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

(5) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

(6) 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

（平20規則６・一部改正） 

（受給券の交付） 

第３条 条例第６条の規定による申請は，八千代市子ども医療費助成申請書（第１号様式）

に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし，市長が必要がないと認めると

きは，添付書類の一部を省略することができる。 

(1) 保険給付を受けることができる者であることを証する書類の写し 
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(2) 市町村民税課税状況を証明する書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は，前項の申請があった場合において，助成を行うことに決定したときは子ども医

療費助成受給券（第２号様式。以下「受給券」という。）を助成対象者に交付し，助成を

行わないことに決定したときは八千代市子ども医療費助成申請却下通知書（第３号様式）

により当該申請者に通知するものとする。 

（平20規則６・平22規則25・一部改正） 

（助成開始日の特例） 

第４条 条例第７条に規定する規則で定める場合は，子どもが出生した日又は転入をした日

（以下「出生日等」という。）から１月以内に前条第１項の申請を行った場合とする。 

２ 前項の場合において，市長は，出生日等から助成を開始することができる。 

（平26規則21・全改） 

（子ども医療自己負担金の決定） 

第５条 子ども医療自己負担金は，助成対象者の前年の所得（１月から７月までの間にあっ

ては，前前年の所得）に対する市町村民税の課税状況により決定するものとする。 

（平20規則６・一部改正） 

（助成方法の特例の申請） 

第６条 条例第５条第１項ただし書に規定する方法により助成を受けようとする助成対象

者は，八千代市子ども医療費助成金給付申請書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて

市長に申請しなければならない。 

(1) 領収証 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（平20規則６・一部改正） 

（助成金の給付決定） 

第７条 市長は，前条に規定する申請があった場合において，助成金の給付を行うことに決

定したときは八千代市子ども医療費助成金給付決定通知書（第５号様式）により，助成金

の給付を行わないことに決定したときは八千代市子ども医療費助成金給付申請却下通知

書（第６号様式）により，助成対象者に通知するものとする。 

（平20規則６・追加，平24規則42・旧第８条繰上・一部改正） 

（届出の義務） 

第８条 条例第８条の規定による届出は，八千代市子ども医療費助成申請変更（喪失）届出
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書（第７号様式）に市長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。 

（平20規則６・旧第７条繰下・一部改正，平22規則25・一部改正，平24規則42・

旧第９条繰上） 

（受給券の再交付） 

第９条 受給券の交付を受けた助成対象者は，受給券を紛失し，汚損し，又は破損したとき

は，八千代市子ども医療費助成受給券再交付申請書（第８号様式）により，市長に受給券

の再交付を申請することができる。 

２ 受給券を汚損し，又は破損したときの前項の規定による申請は，当該受給券を添えて行

わなければならない。 

３ 受給券の再交付を受けた助成対象者が，紛失した受給券を発見したときは，速やかに発

見した受給券を市長に返還しなければならない。 

（平20規則６・旧第８条繰下・一部改正，平22規則25・一部改正，平24規則42・

旧第10条繰上） 

（子ども医療費助成台帳） 

第10条 市長は，子ども医療費助成台帳（第９号様式）を作成し，常に整理しておかなけ

ればならない。 

（平20規則６・旧第９条繰下・一部改正，平24規則42・旧第11条繰上） 

（補則） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

（平20規則６・旧第10条繰下，平24規則42・旧第12条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成15年４月１日から施行する。 

（八千代市乳幼児医療費給付規則の廃止） 

２ 八千代市乳幼児医療費給付規則（昭和48年八千代市規則第23号）は，廃止する。 

（八千代市乳幼児医療費給付規則の廃止に伴う経過措置） 

３ この規則の施行日前に行われた医療（施行日の前日において入院していた乳幼児が施行

日以後も引き続き入院して行われた医療を含む。）に係る前項の規定による廃止前の八千

代市乳幼児医療費給付規則による扶助については，なお従前の例による。 

附 則（平成17年規則第28号） 

（施行期日） 
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１ この規則は，平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成18年規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成20年規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成22年規則第25号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成22年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成24年規則第31号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成24年７月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）第４

条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和27年法律第125号）の規定に基づき外国人登

録原票に登録されていた者がこの規則の施行の日の前日までに市内に居住地を移転した

場合（市内で居住地を変更した場合を除く。）における第３条の規定による改正後の八千
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代市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第４条の規定の適用については，同条第１

項中「転入をした日」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法

律（平成21年法律第79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和27年法律第

125号）第８条第１項に規定する新居住地に移転した日」とする。 

附 則（平成24年規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成24年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 

附 則（平成26年規則第21号） 

この規則は，平成26年８月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は，当分の間，

これを取り繕い使用することができる。 
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第１号様式（第３条第１項） 

（平22規則25・一部改正） 

第２号様式（第３条第２項） 

（平18規則12・平20規則６・平22規則25・平24規則42・一部改正） 

第３号様式（第３条第２項） 

（平17規則28・平22規則25・平28規則６・一部改正） 

第４号様式（第６条） 

（平20規則６・一部改正） 

第５号様式（第７条） 

（平17規則28・一部改正，平20規則６・旧第６号様式繰上・一部改正，平24規則

42・平28規則６・一部改正） 

第６号様式（第７条） 

（平17規則28・一部改正，平20規則６・旧第７号様式繰上・一部改正，平24規則

42・平28規則６・一部改正） 

第７号様式（第８条） 

（平20規則６・旧第８号様式繰上・一部改正，平22規則25・平24規則42・一部改

正） 

第８号様式（第９条第１項） 

（平20規則６・旧第９号様式繰上・一部改正，平22規則25・平24規則42・一部改

正） 

第９号様式（第10条） 

（平20規則６・旧第10号様式繰上・一部改正，平24規則42・一部改正） 

 


